
  

平成２８年度 歯科口腔保健対策に関する事業 

                        

１ 歯科口腔保健推進に関する事業 

 

 

 

 

 

（１）歯科口腔保健対策部会 （健康対策課 1回） 

   ○保健、医療、教育、その他の関係機関・団体等が口腔保健情報を共有し、歯科口腔保健対策 

の推進について協議する。健康日本２１あいち新計画及び愛知県歯科口腔保健基本の指標

にかかる評価を行う。 

（２）若い世代からの口腔ケア推進事業（愛知県歯科医師会委託） 

    ○成人期の歯周疾患の改善にむけ、若い世代（大学生）に働きかけ、生涯良好な口腔環境の維  

      持につながるための事業を実施する。 

（３）障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業（愛知県歯科医師会委託） 

  ○障害者（児）がどこでも定期的な歯科検診・歯科医療受診ができるよう、すべての歯科医療関 

係者が、口腔ケアサポートに取り組める体制づくりを整備する。 

（４）歯と口の健康づくり推進会議  （各保健所 1回） 

   ○地域における歯科口腔保健対策の推進について協議。 

   （協議事項） 

・ 地域における歯科口腔保健対策の課題と方策に関すること 

・ 歯科口腔保健対策の評価に関すること 

・ 保健・医療・福祉・介護等の連携体制の整備に関すること 

（５）歯科口腔保健推進研修事業  （各保健所 1回、健康対策課 1回） 

   ○歯科専門職及び地域関係者の資質向上と相互の連携の促進するための研修を行う。 

（６）歯科疾患実態調査 

   ○「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の評価など、今後の歯科保健医療に必要な

基礎資料を得るための実態調査。平成 28年度から 5年周期に実施予定。 

（７）地域歯科保健活動支援事業 

   ○ライフステージに応じた歯科疾患予防、口腔機能維持向上等の取組みが円滑かつ効果的に

展開されるよう、市町村、地域関係機関等における歯科保健活動を支援する。 

 

① 乳幼児歯科保健活動支援 

② 学齢期歯科保健活動支援 

③ フッ化物洗口推進支援 

④ 歯周病対策推進支援 

⑤ 口腔ケア連携推進支援 

⑥ 医科歯科連携推進支援 

資料３－１  

「あいち歯と口の健康づくり八○二○推進条例」及び「歯科口腔保健基本計画」に基づき、乳幼児か

ら高齢期までの生涯を通じた歯科疾患の予防及び歯の喪失予防、口腔機能の維持向上に関する施策を

推進する。 

＜連携する関係機関＞ 

市町村、教育委員会、 

歯科医師会、医師会、薬剤師会、 

学校・幼稚園・保育所・こども園、 

医療機関、介護福祉施設等 

３ 



  

（８）地域歯科保健評価事業  

   ○地域における歯科保健活動におけるデータの収集・分析・評価・還元を行う。 

 

（９）地域歯科保健課題対応事業 

   ○健康格差の縮小を図ることを目的に、地域の歯科口腔保健状況の実態をふまえ、地域の歯科

口腔保健課題に対応した取組を実施する。 

 

取組の内容 事業項目 

・専門的かつ技術的業務の推進に関すること 

・地域歯科保健事業の推進のための連携・調整に関すること 

・歯科保健の現状・課題等の調査・研究に関すること 

・企画調整機能の強化に関すること 

・実務者会議の開催 

・調査・研究 

・研修会の開催 

・普及啓発 

・関係機関との連携強化等 

 

（10）歯科相談事業 

    ○生活習慣に起因する歯科疾患に関する歯科相談窓口の開設。 

（11）保健所における歯科保健業務費  

○保健所における歯科保健業務の円滑な運営を図るため、会議・研修会の開催、歯科保健

データの入力等に対し賃金措置を行い、業務の補完をする。 

 

 

２ 歯科医療推進に関する事業  （愛知県歯科医師会等補助金及び委託事業） 

 

 

 

（１） 歯科医療推進事業（補助金） 

○障害児（者）及び休日歯科医療の確保、障害者児（者）、在宅療養高齢者及びへき地住民に

対する歯科検診と予防対策事業を行う。 

ア 愛知歯科医療センターにおける歯科診療事業 

 （ア） 障害者（児）歯科診療 

 （イ） 休日歯科診療 

イ 施設入所障害児（者）歯科医療推進事業 

ウ 在宅療養高齢者歯科保健推進事業 

エ へき地歯科健診事業 

 

（２） 地域歯科保健推進事業（補助金） 

○県民の歯科疾患の予防及び早期治療を図るため歯科保健事業を行う。 

ア 歯の健康センターの開設 

イ 歯科健康教室の開設 

ウ 県民と共に考える愛知歯科保健大会 

エ マスメディア広報事業 

障害者（児）、要介護高齢者、へき地等の歯科医療を整備し、県民の口腔の健康保持増進を図る。 

４ 



  

オ 災害歯科保健医療対策事業 

カ 地域医科歯科連携推進事業 

 

（３）在宅療養支援歯科医養成推進事業 基金事業（寄附） 

   ○在宅歯科医療を推進するため、愛知学院大学歯学部に「在宅歯科医療学寄附講座」を設置し、

地域包括ケアシステム及び在宅歯科医療に精通した歯科医師を養成する。 

    

（４）成人期口腔ケア推進事業 基金事業（委託） 

   ○協力事業所の従業員に対し、歯科検診及び口の健康に関する生活習慣及び意識調査による

実態把握を行い、高齢期における良好な歯科口腔状態の保持にむけた対策を推進する。 

 

（５）在宅歯科診療設備整備事業 基金事業（補助金） 

○在宅歯科医療に取り組む歯科医療機関に対し、在宅歯科診療に必要な医療機器等の整備 

に係る経費を補助する。 

 

（６）在宅介護者歯科口腔保健推進設備整備事業 基金事業（補助金） 

   ○在宅歯科診療を実施している歯科診療所に対して、在宅療養者の口腔ケアや口腔保健指

導等に必要な機器等の整備にかかる経費を補助する。 

 

（７）在宅歯科医療連携室事業 基金事業（委託） 

○在宅歯科医療を推進するため、在宅歯科医療連携室（愛知県歯科医師会設置）に歯科衛生 

士を配置し、歯科衛生士の派遣や在宅歯科診療に関する情報提供を行う。 

 

（８）歯科衛生士再就業支援事業 基金事業（委託） 

○在宅歯科医療及び口腔ケアに従事する歯科衛生士の人材確保のため、未就業歯科衛生士 

を対象に歯科衛生士登録と就業先あっせん、就業相談及び研修会等を実施し再就業を支援 

する。 

５ 


